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令和8年度
№ 1 　物品番号

基本料金（常時電力）

特記なし

№ 2 　物品番号

電力量料金　重負荷時間 夏季（７月１日～９月３０日）の毎日１０時から１７時まで（休日等を除く）

特記なし

№ 3 　物品番号

電力量料金　昼間時間 毎日８時から２２時までの時間（重負荷時間及び休日等を除く）

特記なし

№ 4 　物品番号

電力量料金　夜間時間 重負荷時間及び昼間時間以外の時間

特記なし

№ 　物品番号

№ 　物品番号

№ 　物品番号

№ 　物品番号 金額

品名

規格

数量 単位 単価

数量 単位 単価

金額

品名

規格

金額

品名

規格

数量 単位 単価

数量 単位 単価

¥16.93

金額

品名

規格

金額 ¥12,392,760.00

品名

規格

数量 732,000 単位 kWh 単価

数量 626,000 単位 kWh 単価 ¥18.90

金額 ¥11,831,400.00

品名

規格 ※「休日等」とは，日曜日，「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，４月３０日，５月１日，５月２日，１２月３０日及び１２月３１日とする。

数量 125,000 単位 kWh 単価 ¥18.90

金額 ¥2,362,500.00

品名

規格 ※「休日等」とは，日曜日，「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，１月２日，１月３日，４月３０日，５月１日，５月２日，１２月３０日及び１２月３１日とする。

数量 4,000 単位 kW 単価 ¥1,477.30

税率 10.00%

金額 ¥5,909,200.00

品名

規格

件名：
電力の供給（西賀茂営業
所ほか５施設） 単価契約依頼明細書¥32,495,860

税区分 課税



 
 
 
 
 
 

令和８年度 

電力供給に係る仕様書 

（西賀茂営業所ほか５施設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都市交通局 



第１ 総則 

 

 １ 趣旨 

   本仕様書は、京都市交通局西賀茂営業所、錦林出張所、九条営業所、横大路営業所、

梅津営業所及び洛西営業所に係る電力の供給における契約に基づく仕様書である。 

 

 ２ 用語の定義 

   この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。 

  ⑴ この仕様書において、需要施設とは、当該契約における電力供給場所である、西賀

茂営業所ほか５施設をいう。 

  ⑵ 供給者とは、当該契約における需要施設への電力の供給を行う者をいい、当局と電

力供給契約を締結する、電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定義される小売電気事業

者をいう。 

  ⑶ 託送者とは、供給者が当該契約の需要施設に電力を供給するための、供給者と需要

施設の間の電線路（送電線、配電線、変電所など）を維持、及び運用する電気事業法

第 2 条第 1 項第 9 号に定義される、当該施設を自らの供給区域内とする一般送配電

事業者をいう。 

  ⑷ 電力会社とは、供給者及び託送者の両者をいう。 

  ⑸ 電気主任技術者とは、電気事業法第 43 条に基づき選任された主任技術者をいい、

当該契約における需要施設の電気工作物に対して経済産業省中部近畿産業保安監督

部長に届出されている電気主任技術者をいう。 

  ⑹ 監督員とは、京都市交通局契約規程第 48条に規定する職員をいい、この契約にお

いて自動車部管理課に所属する職員をいう。 

  ⑺ 検査員とは、京都市交通局契約規程第 50条に規定する職員をいい、この契約にお

いて自動車部管理課長をいう。 

 



第２ 仕様概要等 

  当該契約における需要施設の概要と供給電力の仕様は次のとおりとする。ただし、文頭

に□や■のある項目については■のものを適用し、□のものは適用しないものとする。 

 

 １ 需要施設概要 

  ⑴ 対象建物     別添資料１のとおり 

  ⑵ 需要場所     別添資料１のとおり 

  ⑶ 業種及び用途   市バス営業所施設（事務所、整備場及び車庫） 

             （関西電力「高圧電力ＡＳ－ＴＯＵ」に該当） 

  ⑷ 電気主任技術者  別添資料１のとおり 

 

 ２ 供給電力の仕様 

  ⑴ 電気方式等 

   ア 電気方式              別添資料１のとおり 

   イ 標準電圧              別添資料１のとおり 

   ウ 計量電圧              別添資料１のとおり 

   エ 標準周波数             別添資料１のとおり 

   オ 受電方式              別添資料１のとおり 

   カ 設備容量              別添資料１のとおり 

   キ 蓄熱設備 

    (ｱ) 蓄熱設備容量           別添資料１のとおり 

       (ｲ) 蓄熱専用計量装置の計量電圧    別添資料１のとおり 

   ク 発電設備 

    (ｱ) 非常用発電設備          別添資料１のとおり 

       (ｲ) 常用発電設備           別添資料１のとおり 

   ケ アンシラリーサービス料金対象容量  別添資料１のとおり 

  ⑵ 契約電力、予定使用電力量 

   ア 契約電力 

    (ｱ) 契約電力（常時電力）       別添資料１のとおり 

      その 1月の 30分最大需要電力と前 11月の 30分最大需要電力のうち、いずれ

か大きい値をその 1月の契約電力とする。 

       (ｲ) 契約電力（予備電力）            なし 

   イ 予定使用電力量                 別添資料１のとおり 

     令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの使用量見込み 

 ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回る

ことができるものとする。また、その予定使用状況については次の各電力使用実績



を参考とする。 

    (ｱ) 各月の電力使用実績（最大需要電力、使用電力量）  別添資料２のとおり 

    (ｲ) 自家発電設備停止時の補給電力使用実績       なし 

  ⑶ 契約期間 

    令和８年４月１日から令和９年３月３１日２４時まで 

   （令和８年４月計量日から令和９年４月計量日の前日まで） 

  ⑷ 需給地点  別添資料１のとおり 

   ■ 需要場所構内に本市が設置した引込高圧開閉器電源側接続点（引き込み） 

   □ 需要場所周辺の託送者高圧区分開閉器負担側接続点（出迎え） 

   □ 需要場所における当局受電室内の託送者による地中引込線立上り接続点（地中

化） 

  ⑸ 電気工作物の財産分界点 

    需給地点に同じとする。 

  ⑹ 保安上の責任分界点 

    需給地点に同じとする。ただし、取引用計量装置は託送者の責任とする。 

  ⑺ 計量日及び計量 

   ア 各月の計量日は供給者との協議によりあらかじめ定めた日とする。 

   イ 計量期間は前月計量日の 0時から当月計量日の前日の 24時までとする。 

   ウ 計量は供給者が設置する計量装置により記録された値によるものとする。 

   エ 計量日を 1 日以外の任意の日に定めた場合、契約期間の期首及び期末の計量及

び計量期間の取扱いについては、協議によりあらかじめ定めることとする。 

  ⑻ 電気料金の算定期間 

    電気の使用に対する代金（以下「電気料金」という。）の算定期間は、前月の計量

日から当該月の計量日の前日までの期間とする。ただし、計量日を 1 日以外の任意

の日に定めた場合、契約期間の期首から直後の計量日の前日までの期間、また直前

の計量日から契約期間の期末までの期間の取扱いについては、協議によりあらかじ

め定めることとする。 

  ⑼ 料金制度 

   ア 料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など供給者にて設定す

ることができるものとする。 

   イ 供給者は、その 1月の平均力率により料金の割引、及び割増を行うことができる

ものとする。 

   ウ 供給者は、電気料金の算定の基礎となる燃料費等の変動により電力料金単価を

変更する必要が生じた場合は、その変動額に応じた料金の割引、及び割増（燃料費

調整単価）を行うことができるものとし、供給者が入札時に設定し、積算に用いた

算定式を契約期間適用する。ただし、みなし小売電気事業者（関西電力株式会社）



の燃料費調整単価を超えない範囲で設定するものとする。 

   エ 供給者は、卸電力市場価格を反映した市場価格調整単価に基づき算定した金額

（市場価格調整額）を加算・減算することができるものとし、供給者が入札時に設

定し、積算に用いた算出式を契約期間適用する。ただし、みなし小売電気事業者（関

西電力株式会社）の市場価格調整単価を超えない範囲で設定するものとする。 

オ  再生可能エネルギー発電促進賦課金については、供給者が定める約款の規定に

よるものとし、供給者は、その代金を請求することができるものとする。ただし、

入札価格の算定には、考慮する必要はないものとする。 

  ⑽ 平均力率 

   ア 平均力率の算定は、その月の午前 8時から午後 10時までの時間における平均の

力率とする。単位は％とし、小数点以下第 1位を四捨五入する（瞬間力率が進み力

率となる場合には、その瞬間力率は 100％とする。）。 

   イ 平均力率の算定式は次のとおりとする。 

     平均力率 ＝ 有効電力量 ／ √（（有効電力）２＋（無効電力量）２） 

   ウ 契約期間における当該施設の予定平均力率は 100％とする。 

  

 ３ 一般事項 

  ⑴ 注意事項 

   ア 供給者は、仕様書に明記のない場合又は疑いを生じた場合においては、監督員と

協議する。 

   イ 供給者は、仕様書によることが困難又は不都合な場合は、監督員と協議する。 

   ウ 供給者は、当該契約内容を変更しようとする場合は、監督員と協議のうえ、その

承諾を得る。 

   エ 供給者は、当局が締結する別契約の関係業務について監督員の指示により、当該

関係者と協力し業務の円滑な進捗を図る。 

   オ 供給者は、当該契約に関する業務に伴い、廃材、塵、配線屑等が発生した場合は、

そのすべてを構外に搬出し、関係法令などに従い適切に処理する。 

  ⑵ 連絡体制 

    供給者は、当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を代表者の記名押印の

後、監督員に提出すること。 

   ア 緊急時の連絡体制及び作業体制表 

   イ 当該契約担当者名、組織図及び連絡先 

   ウ 協議窓口の所在地 

  ⑶ 報告 

    供給者は、計量装置の検針結果をその都度、監督員に報告する。また、当該契約に

かかわる不測の事態が発生した場合などについても早急に監督員に報告し、その指



示を受けて調整を行う。 

    なお、報告は監督員の承諾を受けた場合を除き、原則として書面にて行う。 

  ⑷ 検査 

   ア 供給者は、当該契約の内容が完了したときは、検査員の検査を受けなければなら

ない。 

   イ 前項の規定により難い場合は、検査員の指示により、中間検査とすることができ

る。 

  ⑸ 資料の提供 

   ア 供給者は、電力の使用及び電力料金に関する資料を監督員から求められた場合

は、速やかに応じなければならない。 

     なお、資料の様式及び提出方法については監督員の指示による。 

   イ 供給者は、契約期間の終了に伴い契約期間中の月次毎の契約電力、最大需要電力、

使用電力量等を書面で監督員に提出すること。 

     なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。 

 

 ４ その他 

  ⑴ 設備の状況及び変更等 

    当該契約期間中における需要施設の変更等における技術的な協議については、監

督員、電気主任技術者、供給者及び託送者の 4者によることとし、その決定について

は、4者の合意によるものとする。 

  ⑵ 負担金等 

    供給点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担につ

いては、原則として託送者の電気供給約款等に準ずるものとする。また、需要施設の

工事、保守点検作業、不慮の事故等に伴う託送者区分開閉器操作などの電力会社の作

業に係る費用は、すべて供給者の負担とする。 

  ⑶ 取引用計量装置 

    最大電力及び使用電力量を計量する取引用計量装置（計器用変成器、積算電力量計、

遠隔検針装置などの供給電力の検針に係るすべての設備を含む。）の設置、取替え、

移設、並びに撤去の必要が生じた場合には、その作業及び費用負担は当局の責に帰す

べき事由による場合を除き原則として供給者が行うものとし、その機器類について

の保安上の責任はすべて供給者とする。ただし、設置場所は需要施設の施設内を無償

で貸与する。また、遠隔検針の通信に係る一切の費用についても、すべて供給者の負

担とする。 

  ⑷ 送電の停止 

    供給者は、電力会社の都合等により契約期間中にやむを得ず当該施設への送電を

一時停止する必要が生じた場合には、事前に監督員、電気主任技術者と十分な協議を



行い、監督員の承諾を得るものとする。また、電力会社設備の不慮の事故等に伴う当

該需要設備への送電停止の際には、供給者は速やかに監督員、電気主任技術者へその

原因、状況、復旧予定などの関連情報を連絡すること。 

  ⑸ 緊急時の対応 

    事故等による送電停止などの緊急時には、監督員、電気主任技術者から供給者に確

実に連絡が取れ、現地での復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置する

こと。また、災害時による送電停止時には、前述の体制で監督員、電気主任技術者、

託送者と協議のうえ、復旧作業に協力を行うこと。 

  ⑹ 協議窓口 

    当該契約期間中における当局と供給者との契約条件、契約内容変更、需要施設の設

備の変更等に伴う協議窓口は、原則として京都市内とする。ただし、監督員の承諾を

得た場合はこの限りではない。 

 

 ５ 特記事項等 

⑴ 使用電力量の増減予定 

  当該契約期間内において、当初予定している使用電力量が大幅増減する予定はな

いが、随時、照明のＬＥＤ化を行うため、多少の減少の可能性がある。 
⑵ 計画的な設備改修の実績・計画等 

  当該契約期間内において、大幅な既存電気設備の変更工事、電力引込の変更を伴う

工事、大規模な仮設電源の供給の計画はない。ただし、災害、緊急性を伴う公共事業、

その他予測不可能な事態が発生した場合はその限りではない。 

⑶ 施設の全体停電予定 

  自家用電気工作物の年次精密点検のため、毎年 1 回、午前 1 時頃から午前 4 時頃

までの間、全体停電を行う予定である（託送者区分開閉器の開閉を伴う作業）。 

  ⑷ 本電力供給契約の長期継続契約の適用の有無 

    ■当該契約は、長期継続契約の適用が「ない」。 

□当該契約は、長期継続契約の適用が「ある」。 

  ⑸ 本電力供給契約の長期継続契約の適用が「ある」場合の措置 

ア 当局の電気料金に係る支出予算において減額又は削除があった場合は、この電

力供給契約を解除することができる。  

イ アの規定により当局がこの契約を解除した場合において、供給者は、当局が令和

９年度以降に支払いを予定していた電気料金を請求することはできない。 

ウ 供給者は、前項に定めるもののほか、アの規定により当局がこの契約を解除した

ために生じた損害の賠償について、当局に請求することはできない。 

 



別添資料１

蓄熱設備
容量

蓄熱専用計
量装置の計

量電圧
非常用発電設備 常用発電設備

常時電力
（ｋＷ）

（年間最大値）

予備電力
（ｋＷ）

施設別 合計

西賀茂営業所 京都市北区西賀茂山ノ森町50 電気課長 交流3相3線式 6,000 6,000 60 1回線受電 150 なし なし なし 太陽光発電（20KW） なし 55 なし 212,386 引き込み

錦林出張所 京都市左京区浄土寺真如町155 電気課長 交流3相3線式 6,000 6,000 60 1回線受電 100 なし なし

ディーゼル機関発
電機装置　3φ
4W220V，1φ
3W110/220V 
25KVA

なし なし 39 なし 145,910 引き込み

九条営業所 京都市南区東九条下殿田町70 電気課長 交流3相3線式 6,000 6,000 60 1回線受電 300 なし なし なし 太陽光発電（30KW） なし 60 なし 145,910 引き込み

横大路営業所 京都市伏見区横大路橋本町24-1 電気課長 交流3相3線式 6,000 6,000 60 1回線受電 150 なし なし

ディーゼル機関発
電機装置　3φ
4W220V，1φ
3W110/220V 
25KVA

なし なし 59 なし 226,858 引き込み

梅津営業所 京都市右京区西院笠目町9-15 電気課長 交流3相3線式 6,000 6,000 60 1回線受電 250 なし なし なし 太陽光発電（10KW） なし 100 なし 268,145 引き込み

洛西営業所 京都市西京区大枝東新林町2-1 電気課長 交流3相3線式 6,000 6,000 60 1回線受電 150 なし なし

ディーゼル機関発
電機装置　3φ
4W220V，1φ
3W110/220V 
25KVA

なし なし 56 なし 230,685 引き込み

計量電圧
（Ｖ）

対象建物 需要場所 電気主任技術者 電気方式
標準電圧

（Ｖ）

契約電力 年間使用量（ｋＷｈ）

需給地点

1,229,894

標準周波
数（Ｈｚ）

受電方式
設備容量
（ｋＶＡ）

蓄熱設備 発電設備 アンシラ
リーサー
ビス料金
対象容量



別添資料２

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

西賀茂営業所 12,078 11,565 14,813 21,459 21,228 17,480 13,525 13,888 21,729 23,700 22,413 18,508 36 32 43 48 46 44 37 36 49 54 55 47 55 55 55 55 55 55 54 54 51 54 55 55

錦林出張所 8,163 6,633 9,553 15,889 15,610 12,277 6,996 9,113 14,942 17,366 16,622 12,746 24 20 34 37 38 35 21 24 31 37 39 31 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 39 39

九条営業所 8,163 6,633 9,553 15,889 15,610 12,277 6,996 9,113 14,942 17,366 16,622 12,746 46 39 49 54 55 55 40 44 60 60 60 53 61 61 61 61 61 60 61 61 61 61 61 61

横大路営業所 12,246 11,869 16,849 26,387 26,383 19,897 13,743 14,812 21,498 23,507 22,108 17,559 32 34 49 59 59 52 37 35 42 46 52 39 61 61 61 59 59 59 61 61 61 61 61 61

梅津営業所 17,391 17,097 19,676 24,931 24,477 21,894 18,439 19,611 26,485 29,038 25,900 23,206 48 51 83 100 98 91 63 60 81 79 89 70 95 95 95 100 100 100 95 95 95 95 95 95

洛西営業所 14,150 12,034 16,455 24,143 23,881 19,430 12,198 16,283 24,344 24,627 22,528 20,612 37 28 45 50 56 49 33 42 46 47 49 46 51 51 51 51 56 56 51 51 51 51 51 51

対象建物

月ごとの使用量(kWh)　［令和6年10月～令和7年9月 実績値］ 最大電力(kW)　［令和6年10月～令和7年9月 実績値］ 契約電力(kW)　［令和6年10月～令和7年9月 実績値］

令和7年度 令和6年度 令和7年度 令和6年度 令和7年度 令和6年度



別添資料３

昼間 夜間 4月 昼間 夜間 5月 昼間 夜間 6月 昼間 重負荷 夜間 7月 昼間 重負荷 夜間 8月 昼間 重負荷 夜間 9月 昼間 夜間 10月 昼間 夜間 11月 昼間 夜間 12月 昼間 夜間 1月 昼間 夜間 2月 昼間 夜間 3月 昼間 重負荷 夜間 合計

西賀茂営業所 5,482 6,596 12,078 5,121 6,444 11,565 8,180 6,633 14,813 5,936 6,031 9,492 21,459 5,722 5,810 9,696 21,228 4,587 4,776 8,117 17,480 7,419 6,106 13,525 6,911 6,977 13,888 10,170 11,559 21,729 10,919 12,781 23,700 10,730 11,683 22,413 8,980 9,528 18,508 90,157 16,617 105,612 212,386

錦林出張所 4,169 3,994 8,163 3,115 3,518 6,633 5,643 3,910 9,553 4,488 5,090 6,311 15,889 4,259 4,857 6,494 15,610 3,317 3,730 5,230 12,277 3,970 3,026 6,996 4,756 4,357 9,113 7,410 7,532 14,942 8,642 8,724 17,366 8,313 8,309 16,622 6,541 6,205 12,746 64,623 13,677 67,610 145,910

九条営業所 8,090 9,301 17,391 7,417 9,680 17,097 10,413 9,263 19,676 6,861 6,545 11,525 24,931 6,558 5,920 11,999 24,477 5,813 5,391 10,690 21,894 9,734 8,705 18,439 9,685 9,926 19,611 12,642 13,843 26,485 13,327 15,711 29,038 12,212 13,688 25,900 11,274 11,932 23,206 114,026 17,856 136,263 268,145

横大路営業所 6,137 6,109 12,246 5,639 6,230 11,869 9,764 7,085 16,849 7,119 8,297 10,971 26,387 6,872 8,249 11,262 26,383 5,191 6,046 8,660 19,897 7,720 6,023 13,743 7,403 7,409 14,812 10,053 11,445 21,498 10,778 12,729 23,507 10,587 11,521 22,108 8,875 8,684 17,559 96,138 22,592 108,128 226,858

梅津営業所 9,894 10,880 20,774 8,691 10,978 19,669 15,469 12,886 28,355 11,843 13,120 19,622 44,585 11,522 12,643 21,059 45,224 8,811 9,540 16,445 34,796 11,918 10,326 22,244 12,339 13,105 25,444 19,113 22,569 41,682 19,916 23,662 43,578 19,326 21,667 40,993 15,215 16,598 31,813 164,057 35,303 199,797 399,157

洛西営業所 6,778 7,372 14,150 5,379 6,655 12,034 9,118 7,337 16,455 6,414 6,989 10,740 24,143 6,103 6,693 11,085 23,881 4,996 5,430 9,004 19,430 6,712 5,486 12,198 7,894 8,389 16,283 11,311 13,033 24,344 11,296 13,331 24,627 10,868 11,660 22,528 10,155 10,457 20,612 97,024 19,112 114,549 230,685

小計 40,550 44,252 84,802 35,362 43,505 78,867 58,587 47,114 105,701 42,661 46,072 68,661 157,394 41,036 44,172 71,595 156,803 32,715 34,913 58,146 125,774 47,473 39,672 87,145 48,988 50,163 99,151 70,699 79,981 150,680 74,878 86,938 161,816 72,036 78,528 150,564 61,040 63,404 124,444 626,025 125,157 731,959 1,483,141

対象建物

月ごとの使用量(kWh)　［令和6年10月～令和7年9月 実績値］

令和7年度 令和6年度 通年



（指定様式） 

令和  年  月  日 

 

電力供給誓約書 

 

（宛先）京都市公営企業管理者 

    交  通  局  長 

 

                  住所又は所在地 

                  商号又は名称 

                  代表者の職・氏名            印 

  

 令和７年１２月２６日付けで入札公告のありました「（単価契約）電力の供給（西賀

茂営業所ほか５施設）」の入札資格について適正な電力の供給に務めることを誓約しま

す。 

 なお、電力の供給体制にあっては、下記のとおりであり供給可能であることを申し添

えます。 

記 

供給体制 

（１）供給可能電力量（概算）                      ｋＷｈ（年） 

（２）供給可能電力量内訳 

  電力量（年間） 発電方法・調達先等 

自社発電 ｋＷｈ  

ｋＷｈ  

ｋＷｈ  

他社からの買付 ｋＷｈ  

ｋＷｈ  

ｋＷｈ  

その他 ｋＷｈ  

合計 ｋＷｈ  

 

（３）（１）のうち、他の供給に要する電力量               ｋＷｈ（年） 



（指定様式） 

令和  年  月  日 

 

 

電力供給約款に関する証明書 

 

 

（宛先）京都市公営企業管理者 

    交  通  局  長 

 

                  住所又は所在地 

                  商号又は名称 

                  代表者の職・氏名            印 

 

  

 令和７年１２月２６日付けで入札公告のありました「（単価契約）電力の供給（西賀

茂営業所ほか５施設）」の入札資格について下記の条件を満たしていることを誓約しま

す。 

  

 

記 

 

 

 入札に参加しようとする電気事業者が、電力の供給約款を定めている場合は、その

供給約款が、供給約款を定めていない場合は、電力の供給条件が、一般送配電事業者

（入札の対象施設が供給区域内にあるものに限る。）の電気供給条件（特別高圧・高

圧）に準じた内容のものであること。 

 

 

（添付書類）※ 電力の供給約款を定めている場合のみ添付してください。 

 ・電力の供給約款 
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京都市電力の調達に係る環境配慮契約方針 

 
 
（目的） 
第１条 本方針は、温室効果ガスの排出の削減に配慮した契約を推進するため、本市

が行う電力調達契約の締結に際し、必要な事項を定める。 
 
（環境に配慮した電力調達契約） 
第２条 「環境に配慮した電力調達契約」とは、本市が行う電力調達契約の資格の判

定に際し、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条第１項第３号に定める小

売電気事業者（以下「小売電気事業者」という。）の電力供給事業における環境配慮

の状況について、「環境評価項目」を基準として評価したうえで、電力の調達契約を

実施することをいう。 
 
（対象組織） 
第３条 本方針は、本市の全ての所属及び本市が設立した地方独立行政法人が電力を

調達する際に適用する。 
 

（適用除外）  
第４条 本方針は、再生可能エネルギー（再生可能エネルギー源（エネルギー供給事

業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促

進に関する法律第２条第３項に規定する再生可能エネルギー源をいう。）を利用し

て得ることができるエネルギーをいう。）比率 100％電気を調達する場合には適用

しない。 
２ 再生可能エネルギー比率 100％電気とは、京都市地球温暖化対策条例施行規則第

４条に規定される再生可能エネルギー電気としての価値が付与された電気が

100％であるものをいう。 
 
（環境評価項目） 
第５条 本方針における環境評価項目は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の開示状況 

⑵ 電気供給状況 

①  1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数（調整後排出係数（事業者全体）） 
 ② 未利用エネルギーの活用状況 
 ③ 再生可能エネルギーの導入状況 
 ④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 

 
（評価） 
第６条 本市が行う電力調達契約を希望する小売電気事業者は、前条に定める環境評
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価項目を、別紙「京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準」により算定し、そ

の評価点等を「京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」（様式）に記載

し、環境政策局地球温暖化対策室に提出するものとする。 
２ 環境政策局地球温暖化対策室の電力調達契約を担当する課長（以下「課長」とい

う。）は、小売電気事業者から提出された「京都市環境に配慮した電力調達契約評価

項目報告書」（様式）の内容を確認し、各小売電気事業者の評価点を判定する。 
 
（判定結果の通知及び公表） 
第７条 課長は、判定の結果について、各小売電気事業者へ通知するとともに、必要

に応じて入札担当課の長又は電力調達契約の担当課等の長へ通知するものとする。 
２ 課長は、全ての機関が環境に配慮した電力を調達できるよう、別紙「京都市環境

に配慮した電力調達契約評価基準」を満たす小売電気事業者及びその評価点をホー

ムページ等で公表するものとする。 
 
（電力調達契約の資格の確認） 
第８条 入札担当課の長又は電力調達契約の担当課等の長は、課長からの通知又は

ホームページ等により各小売電気事業者の評価点を確認するものとする。 
 
（方針改定） 
第９条 小売電気事業者の電力供給事業における環境配慮の状況は毎年変わること

から、本方針又は評価基準はおおむね１年に一度、改定することとする。 
 
（判定結果の有効期間） 
第１０条 判定結果は、第９条により方針又は評価基準が改定されるまで有効とする。 
 
（外郭団体及び公の施設の指定管理者における取扱い） 
第１１条 本市の外郭団体及び公の施設の指定管理者に対しては、本方針に準じた取

扱いに努めるよう求めることとする。 
 
（事務処理） 
第１２条 本方針に係る事務処理等は、環境政策局地球温暖化対策室において行う。 
 

附則 
この方針は、平成２０年１１月２８日から施行する。 
この方針は、平成２１年１１月２４日から施行する。 
この方針は、平成２２年１１月１８日から施行する。 
この方針は、平成２３年１１月１７日から施行する。 
この方針は、平成２４年１１月１９日から施行する。 
この方針は、平成２５年１１月１９日から施行する。 
この方針は、平成２６年１１月１１日から施行する。 
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この方針は、平成２７年１０月１６日から施行する。 
この方針は、平成２８年８月３日から施行する。 
この方針は、平成２９年１１月１５日から施行する。 
この方針は、平成３０年１１月１４日から施行する。 
この方針は、令和元年１１月８日から施行する。 
この方針は、令和２年１１月２７日から施行する。 
この方針は、令和３年１０月１９日から施行する。 
この方針は、令和４年１１月１５日から施行する。 
この方針は、令和５年９月１３日から施行する。 
この方針は、令和６年８月２７日から施行する。 
この方針は、令和７年７月２９日から施行する。 
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別紙（第６条関係） 
京都市環境に配慮した電力調達契約評価基準 

 
電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数を開示（※1）しており、

かつ下表の環境評価項目の得点の合計が 70 点以上であること。 
 

環境評価項目 区分 配点 

⑴  1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数 

（調整後排出係数（事業者全体）） 

（kg-CO2/kWh）（※2） 

0.350 未満 70 
0.350 以上 0.375 未満 65 
0.375 以上 0.400 未満 60 
0.400 以上 0.425 未満 55 
0.425 以上 0.450 未満 50 
0.450 以上 0.475 未満 45 
0.475 以上 0.500 未満 40 
0.500 以上 0.520 以上 35 
0.520 以上 0 

⑵ 未利用エネルギーの活用状況（※3） 1.350％以上 15 
0.675％以上 1.350％未満 10 
0.0％  超   0.675％未満 5 
活用していない 0 

⑶ 再生可能エネルギーの導入状況（※4） 25.00％以上 30 
20.00％以上 25.00％未満 25 
15.00％以上 20.00％未満 20 
10.00％以上 15.00％未満 15 
5.00％以上 10.00％未満 10 

 0.00％  超  5.00％未満 5 
導入していない 0 

⑷ 加点の対象となる取組（※5） 
取り組んでいる 5 
取り組んでいない 0 

※1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示は、「電力の小売営業に関する指針（経済産

業省、最新版を参照）」に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する

望ましい方法に準じて実施していること。 
   ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成の情報を開示して

いない者は、事業開始日から 1 年間に限って開示予定時期（事業開始日から 1 年以内に限る）

を明示することにより、適切に開示したとみなす。 
※2 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数（調整後排出係数（事業者全体））は、地球温暖化対策の

推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ き 、 環 境 大 臣 及 び 経 済 産 業 大 臣 が 環 境 省 の HP
（https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html）において、令和７年度提出用とし

て公表している数値を用いることとする。 
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、上記 HP において調整後排出

係数（事業者全体）が公表されていない者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数

（事業者全体）を用いることができるものとする。 
 

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html
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※3(1) 未利用エネルギーの活用状況とは、次の方法により算出した数値をいい、二酸化炭素排出

係数の算定と同じ年度の実績により評価することとする。 
①未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（kWh）を、②供給電力量（需要端）（kWh）

で除した数値 
（算出方式）未利用エネルギーの活用状況（%）＝①÷②×100 

※3(2) 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入に係る活用

分を含む。（ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分につ

いては含まない。））をいう。 
① 工場等の廃熱又は排圧 
② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法（平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。）第 2 条第 3 項に

おいて定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。） 
③ 高炉ガス又は副生ガス 

※3(3) 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当し

ないものと混燃する場合は、次の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃

焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該

当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しな

い化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用

エネルギーによる発電分とする。 
※4(1)  再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は、再エネ

特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる

発電設備（太陽光、風力、水力（30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。）、地熱及び

バイオマス）による電気を対象とする。 
※4(2) 再生可能エネルギーの導入状況とは、次の①から⑤に示した再生可能エネルギー電気の

利用量（kWh）を、⑥に示した供給電力量（需要端）（kWh）で除した数値をいう。ただし、

①から⑤の再生可能エネルギー電気の利用量は前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の

算定に用いたものに限る。 
（算出方式）再生可能エネルギーの導入状況（%）＝（①＋②＋③＋④＋⑤）÷⑥×100 
① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再 

生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる

非 FIT 非化石証書の量（送電端（kWh）） 
② グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものと

して認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書

（電力）の量（kWh） 
③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当

量（kWh） 
④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係

る非化石証書の量（kWh） 
⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるト
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ラッキング付非 FIT 非化石証書の量（kWh） 
⑥ 前年度の供給電力量（需要端）(kWh) 

※5 加点の対象となる取組とは、需要家の省エネルギーの促進、電力ひっ迫時における使用量抑

制等に資する「需要家に対する省エネルギーに関する情報提供、簡易的なディマンド・リスポ

ンスの取組」及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する「地域における持

続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組」のことをいい、具体的には、次の

①～④に掲げるいずれかを実施している場合に加点する。 
① 需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組を有している。 
② 需給ひっ迫時において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し

経済的な優遇措置を実施している。 
③ 京都府下において、地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定

している。 

④ 京都府下の発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定している。 
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様式（第６条関係） 

京都市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書 

商号又は名称  

代表者職・氏名  

所在地  

問い合わせ先（部署）  

担当者名  電話番号   －   －     

電気事業法第 2 条の 2 の規定に基づく小売電気事業の登録番号  

 
１ 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の開示状況 

開示方法 開示予定時期 提出資料 
①ホームページ   ②パンフレット   ③チラシ 

④その他（                  ）  開示方法が確

認できる資料 
 
２ 電気供給状況 

環境評価項目 数値等 得点 提出資料 
⑴  令和  年度の 1kWh 当たりの

二酸化炭素排出係数 
（調整後排出係数（事業者全体）） kg-CO2/kWh 

 
 

⑵ 令和  年度の未利用エネル

ギーの活用状況 
 

％   算出根拠となる

資料 

⑶ 令和  年度の再生可能エネル

ギーの導入状況 
 

％   算出根拠となる

資料 

⑷ 加点の対象となる取組 
取り組んでいる 

・ 
取り組んでいない 

 取組状況が確認

できる資料 

 

合計得点 
 

点 
 

京都市環境政策局地球温暖化対策室 あて 

 上記報告内容は事実と相違ないことを誓約いたします。 

 

    令和   年   月   日 

                    

代表者職・氏名                           



電力入札に関するよくある質問 

 
 
質問１ 契約種別（業務用又は産業用）を教えてください。 
回答１ 仕様書に記載がありますので確認してください。 

なお、契約種別として、「ＡＳ―ＴＯＵ」など、関西電力株式会社との契約当

時の料金メニューを記載している施設がありますが、仕様書及び単価契約依頼

明細書に記載の料金メニュー（夏季及びその他季の単価設定）に従って入札金

額の積算を行ってください。 
  

 
質問２ 入札金額算定時、力率は全て１００％にて積算してよろしいでしょうか。 
回答２ 入札金額算定時は、仕様書に記載の予定平均力率を用いて積算してください。 
  

 
質問３ 施設ごとに異なる単価設定も可能でしょうか。 
回答３ 同じ単価を設定してください。 
  

 
質問４ 代金支払について、弊社は３０日以内のお支払をお願いしております。御了

承頂けますか。 
回答４ 適法な請求書を受理した日から３０日以内の支払となります。 
  

 
質問５ 検針後の検針結果（検針票）は、ＷＥＢでの発行となりますがよろしいでしょ

うか。 
回答５ 構いません。ただし、ＷＥＢでの発行に必要な事務手続きについては、全て各

担当課の所属長名の記名・押印で対応することを了承してください。 
なお、個別の仕様書において、契約電力、最大使用電力、使用電力量等のデー

タの提出について指示のある場合は、その内容に従ってください。 
  

 
質問６ ＷＥＢ請求書（メール）での請求は可能でしょうか。 
回答６ 

 

不可です。 
なお、請求書の提出を受けて、本市から代金の支払を行うためには、事業者の

発行する「お客様番号」が必要ですので、令和８年３月３１日までに各担当課へ

必ず通知してください。 
  
質問７ 弊社では請求書に記載されるのは、基本料金単価と金額、契約電力、電力量料



金単価と金額、力率となり、力率の割引額等は記載されませんがよろしいでし

ょうか。 
回答７ 構いません。 
  

 
質問８ 一般送配電事業者が値上げを行った場合、契約単価の見直しに応じていただ

けるのでしょうか。 
回答８ 契約締結後の単価の見直しは行いません。 
  

 
質問９ 「地球温暖化対策のための税」の増額があった場合、契約単価の見直しに応

じていただけるのでしょうか。 
回答９ 質問８の場合と同様、契約締結後の単価の見直しは行いません。 
  

 
質問10 燃料費調整単価、市場価格調整単価、力率の取扱いはみなし小売電気事業者

（関西電力株式会社）と同様のものとさせていただいてよろしいでしょうか。 
回答10 御認識のとおりです。ただし、入札時に積算に用いた算出式を契約期間適用

するものとします。 
  

 
質問11 契約書締結時に弊社の電力需給約款を参照するような文言を契約書に追加し

たいのですが可能でしょうか。 
回答11 契約書に落札者の電力需給約款を参照する文言の追加には応じられません。 
  

 
質問12 積算内訳書はそれぞれの施設ごとに作成が必要でしょうか。 
回答12 施設ごとでなく、入札案件ごとに１件の作成で構いません。 

ただし、回答３のとおり、積算に当たってはすべての施設で同じ単価を設定

してください。 
 


	01-1_明細書（R8市バス6営業所）
	市バス６営業所  (〇)

	01-2_R8仕様書案（市バス6営業所）++
	01-3_R8仕様書案（【共通】別添資料１～３）（市バス6営業所）
	R8別添資料１
	R8別添資料２
	R8別添資料３

	01-4_（指定様式）誓約書（市バス6営業所）
	01-5_（指定様式）約款証明書（市バス6営業所）
	01-6_R7京都市電力の調達に係る環境配慮契約方針（令和7年7月29日改定分）
	01-7_よくある質問R8（6営業所）

